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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、1923年創業以来、店祖遺訓「正しきを履んで怖れず真剣たれ」を常に企業活動の信条・従業員の行動指針と掲げ、顧客・株主・取引先・
従業員そして社会公共に対する使命を果たすことを使命としてまいりました。

北陸の地に根ざす百貨店として、地域の皆様に信頼いただく事こそが企業活動の根幹と認識しており、コーポレート・ガバナンスの体制整備はそ
の信頼を永続的にいただくために必要不可欠なものであり、社会規範とお客様のご満足を最優先した体制整備と開示に努めてまいりたいと存じま
す。

現在、当社は監査等委員会設置会社の経営執行体制を採っておりますが、これは議決権のある監査等委員である取締役をおき、取締役会の監
督機能を強化することにより、一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが、株主利益に通ずるものと考えるからであります。

当社はじめ当社企業グループは、今後とも地域に貢献できる企業として法令順守をはじめとする企業倫理に根ざした経営を推進し、時々の状況
に即したコーポレート・ガバナンスの体制整備を続けてまいります。

なお、当社はコーポレートガバナンスの基本的な枠組みを取締役会決議に基づき「大和コーポレート・ガバナンスガイドライン」を定めております
ので、当社ホームページ（https://www.daiwa-dp.co.jp/company/ir/)をご参照ください。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

1．【補充原則1－2 ④】

当社は株主構成等（外国人株式保有比率約％）を勘案し、コストと効果を検討した結果、株主総会招集通知の英訳をしない方針であります。今
後、当該比率の推移等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。また、当社では、議決権の電子行使の採用をいたしております。

2．【補充原則2-3①、補充原則4-2②、補充原則3-1③】

当社は、現在経営戦略とリンクしたサスティナビリティに係る方針について策定・公表はいたしておりませんが、ＣＳＲに係る基本方針はじめ、「環
境」「従業員の働きやすさ」「災害等危機発生時の対応」「公正な取引」「コンプライアンス」等に係る個々の方針を策定・運用の上、具体的な取組み
を実施しており、今後も継続してまいります。尚、経営方針・経営戦略に基づくサスティナビリティの基本方針の策定や取組みの開示については今
後検討してまいります。

3．【補充原則2-4①】

当社は、現在女性の社内での活躍・働きやすさを目指し、研修・休暇等の制度の充実を図り、「働きやすさ」「働きがい」等に係る指標・計画を設定・
公表いたしております。今後は様々な価値観や時代の変化にスピーディに対応できるよう、管理職含め人材の多様性を確保し、またこれらに係る
人材育成や社内環境の方針の策定・公表を検討してまいります。

4．【補充原則3－1②】

当社の外国人株式保有比率は現在相対的に低い状況にありますが、コストと効果を検討した結果、決算関連資料等の英訳はいたしておりませ
ん。尚、当該比率の推移等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

5．【補充原則4－1①】

当社は会社法および取締役会規則に定められた事項ならびにその他重要な事項につきましては、取締役会で議論し審議することが決定のプロ
セス上重要と考えており、各取締役への委任またはその範囲については現在定めておりません。なお、当社は2016年5月開催の定時株主総会に
おいて監査等委員会設置会社に移行しており、会社法に基づき取締役会決議により重要な業務執行の全部または一部を取締役に委任できる旨
の定款変更を実施しております。今後、各取締役への委任の実施およびその範囲については、機動性、コーポレート・ガバナンス等を総合的に考
慮の上、検討してまいります。

6．【補充原則4－2①】

当社は、現在、中長期の業績と連動した報酬や自社株型報酬を導入しておりませんが、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきまして
は、引き続き検討してまいります。

7．【補充原則4－10①】

当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役をはじめ社外取締役の意見を聴取
できる体制を整えており、必要に応じこれらの意見を参考にしながら、取締役の報酬・指名等について合理的かつ客観的に透明性ある手続きに努
めております。（大和コーポレート・ガバナンスガイドライン第23条）任意の諮問委員会の設置につきましては、外部の意見も参考にしながら、当社
の事情も勘案し引続き検討してまいります。

8．【原則4－11】

当社の取締役会の構成につきましては、大和コーポレート・ガバナンスガイドライン第23条から第25条に基づき、決定いたしております。現在、当
社には女性取締役・外国人取締役等につきまして選任いたしておりませんが、年齢や職歴含め取締役会構成員の適正なバランスを加味しながら
候補者の検討をいたしております。また、女性管理職や現場リーダーの積極的な育成や国際的な視点を有する人材の登用・育成も実施しており、
必要に応じ、取締役にもこれらの人事の登用を検討してまいります。

9．【補充原則4-11①】

当社は現在各取締役のスキルについて具体的に公表いたしておりませんが、当社の経営方針・経営戦略に照らし合わせ、その知見や経験を加
味しながら選任いたしております。今後、いわゆるスキルマトリックス等の公表については、必要性も踏まえながら検討いたしてまいります。また、
当社では他社での経営経験を有している独立社外取締役を選任いたしております。

10．【補充原則4-11③】

当社は、2016年5月に監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の実効性の強化を高めるよう努めております。取締役会の実効性についての各
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